
第３回 奄美市総合計画審議会 

 

日時：令和６年 1月 23（火）１５：００～１７：００ 

場所：奄美市役所 ５階大会議室  

 

【会次第】 

-  開   会 - 

  １．開会のあいさつ 

２. 協議 

   （１）新たな最上位計画案について 

      ・概要説明 

      ・委員による意見交換(計画案、答申案) 

   （２）その他 

 

    

    

-  閉   会  - 

 

配布資料一覧 

  〇次第及び委員名簿等 

  〇奄美市「新たな最上位計画」案 

 



奄美市総合計画審議会 委員名簿 

 

（条例規定及び所属五十音順、敬称略） 

 条例

(*) 

所属 役職等 ご芳名 備考 

1 １号 奄美大島商工会議所 会  頭 有  村   修  一 欠席 

2 １号 奄美市建友会・鹿児島県建設業協会青年部 副会長・理事 且       優  藏  

3 １号 奄美市社会福祉協議会 事務局長兼総務課長 朝  岡   正三郎  

4 １号 奄美市地域女性団体連絡協議会 会  長 都       八代美  

5 １号 NPO 法人奄美野鳥の会 会  長 永  井   弓  子  

6 １号 公益社団法人大島郡医師会 会  長 稲       源一郎  

7 ２号 奄美うなりまーじん会 会  長 東       芳  江  

8 ２号 奄美市教育委員会 教育委員 惠 上   イサ子  

9 ２号 合同会社 AMAMI バリュープロデュース 代  表 林       晋太郎  

10 ２号 サイバー大学 教  授 勝       眞一郎  

11 ２号 さくら保育園 園  長 徳  永   貴  子  

12 ２号 日本航空株式会社鹿児島支店奄美営業所 JAL ふるさとアンバサダー 持  木   絹  代  

13 ３号 公募委員（名瀬） フリーランス 南       琴  乃  

14 ３号 公募委員（住用） 元住用連合青年団 重  田   珠  美  

15 ３号 公募委員（笠利） 広告代理店会社役員 登  喜   龍  兵  

*奄美市総合計画審議会条例第３条第２項の規定 

（組織）第３条 審議会は委員 15 人以内をもって組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 公共的団体の役員及び職員 ６人以内 

(２) 識見を有する者 ６人以内 

(３) 地方自治法第 18 条に定める選挙権を有する者で，公募に応じた者 ３人以内 
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